
6 −はびきの　令和6年（2024年）6月−

【大阪はびきの観光局からのお知らせ】

羽曳野の“ええもん”届けたい！
～ふるさと納税返礼品を募集しています～

魅力いっぱいの羽曳野をもっと知ってほしい…
自慢の品で一緒に羽曳野を PRしてくださる事業者を
募集しています！

＜応募者の要件＞＜応募者の要件＞※次のすべてを満たす事業者※次のすべてを満たす事業者
・羽曳野市内に本社（本店）、支社（支店）、事業者、工場のいずれかがあり、市内で生産、・羽曳野市内に本社（本店）、支社（支店）、事業者、工場のいずれかがあり、市内で生産、
　　製造、加工またはサービスの提供を行っている法人、団体、または個人事業者製造、加工またはサービスの提供を行っている法人、団体、または個人事業者
　　※ただし、市内で生産された農作物等を原材料に加工・製造・販売※ただし、市内で生産された農作物等を原材料に加工・製造・販売（6（6次産業）を行い、次産業）を行い、
　　　　市の魅力発信を行っていると認められる場合は、市外の事業者も対象とします。市の魅力発信を行っていると認められる場合は、市外の事業者も対象とします。
・各種法令に遵守して生産・製造・販売を行っていること。・各種法令に遵守して生産・製造・販売を行っていること。
・市税（市民税・法人税）などの滞納がないこと。・市税（市民税・法人税）などの滞納がないこと。
・代表者などが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律および・代表者などが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律および
　　羽曳野市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員等でないこと。羽曳野市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

要件を満たし、タイアップ事業者として要件を満たし、タイアップ事業者として承認を受けると、返礼品の出品が可能承認を受けると、返礼品の出品が可能となります。となります。

【問合せ】魅力づくり推進課　内線：２７３４､２７３５

詳細は、お問い合わせください。

＜返礼品の要件＞
市内での生産または、製造、加工、栽培されているものであることなど、
国の示す地場産品基準に適合している事。


